
令和８年度

精華町ファミリー・
サポート・センター

援助会員養成講座開催！

☆子どもと遊ぶことが好き！
☆友達同士で子育てを助け合いたい！
その気持ち、ファミサポで活かしてみませんか？

場 所：精華町防災保健センター
（みらっぷ）

精華町南稲八妻北尻70番地
（役場庁舎北側）

※講座の申込・問合せ、ファミサポについては
裏面に記載しています。
社協ホームページでも確認いただけます。

    

託児（無料）あり！
ご希望の場合は申込時に
お知らせください。

開催案内

申込み期間
令和８年６月30日（火）
17時まで

社協HP

日 付 時 間 講 座

7月7日（火） 9:30～10:30 ①ファミリーサポート事業とは

10:30～12:00 ②子どもに接するときの心得と遊び

13:00～14:00 ③配慮が必要なお子さんの預かり

14:05～15:05 ④子どもの病気と事故

15:10～16:10 ⑤精華町の子育て支援・児童虐待と社会的擁護

7月17日（金） 13:00～16:00 ⑥救命講習Ⅲ

16:00～16:30 ⑦修了証授与

受講料
無料



令和８年度精華町
ファミリー・サポート・センター

保育所の
送迎

保育所・学童
終了後の
預かり

長期休暇中や

買物等外出の際の
預かりなど

★ファミリー・サポート・センターとは、育
児の援助を受けたい人（依頼会員）と行いた
い人（援助会員）とが会員となり、センター
が仲介してお互いの信頼関係のもとに助け合
いを行う有料の子育て支援組織です。

保育士の女の子のイラスト（将来の夢）

精華町内に在住
または通勤する
子育て世帯の方
です

※会員登録・入会無料

万が一の事故に備えて、
傷害保険・賠償責任保
険に加入しています。

精華町内に在住
する満２０歳以
上の方です

報酬額（利用料）
平 日：最初の1時間700円
土日祝：最初の1時間800円

アドバイザー

ファミリー・サポート・センター事務局

（精華町社会福祉協議会 法人運営室内）

⑤事前顔合わせ、援助内容の確認など

⑥援助活動・活動内容の報告

⑦利用料の支払い

②援助の
打診

援助会員

③回答

⑧報告書の
提出

依頼会員

①援助の
申し込み

④援助会員の
紹介

精華町ファミリー・サポート・センター
（精華町社会福祉協議会 法人運営室内）

〒６１９－０２４３
京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留２２－１
（精華町地域福祉センターかしのき苑内）
ＴＥＬ ０７７４－９４－４５７３

Email：houjinunei@seikashakyo.or.jp

※電話またはメールにてお申込みください。

※受講者の住所、氏名、年齢等の個人情報は、
今回の養成講座のためにのみ使用し、目的
外に利用することはありません。

会員登録に必要な物
・はんこ
・写真（縦3㎝×横2.5㎝）２枚
・本人であることを証明できる
もの（運転免許証・パスポート・
マイナンバーカード等）

ファミリー・サポート・センターの仕組み（イメージ）

申込み・問合せ先

https://2.bp.blogspot.com/-PONUBOCtMvs/Wq9-oW4He7I/AAAAAAABK-I/lvGOPAO3AOgp9VRBvcaDvhFrAgxBvwCHwCLcBGAs/s800/kid_job_girl_hoikushi_syufu.png
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